
別紙１

支払い条件

１ 支払限度額について

契約期間中における各年度の支払限度額は次のとおりとする。

⑴令和５年度 ５４６，８００，０００円以内

⑵令和６年度 出来高金額から令和５年度に支払った額を除いた額以内

２ 前払金について

前払金の支払時期、支払額及び支払限度額は、設計図書に定める工事区分（その１

工事及びその２工事）に応じて次のとおりとする。

⑴令和５年度

①その１工事

・支 払 時 期 工事請負契約の日の翌日から令和５年８月３１日までの間

・支 払 額 ４００，０００，０００円

この金額は、令和６年度の施工予定とする工事内容も含むもの

とする。

②その２工事

・支 払 時 期 令和５年度において、むつ市が防衛省に追加申請を予定してい

る令和５年度防衛省補助金に対して、防衛省より市に交付決定

があった場合、当該交付決定のあった日から令和６年３月２０

日までの間

・支払限度額 １４６，８００，０００円以内

⑵令和６年度

・支 払 時 期 令和６年５月１日から令和６年８月３１日

・支払限度額 本工事請負契約の契約金額の４０％から令和５年度に支払った

前払金を除いた額以内

３ その他

⑴ 「その１工事」については、本入札公告をする時点で防衛省から交付決定を受け

たものである。

⑵ 「その２工事」については、防衛省補助金の交付決定の内容に応じて支払時期と

支払限度額を確定することとし、市は、既述の支払い条件を変更できるものとする。


